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令和 4年第 3回市議会（定例会）に次の案件を提出する｡ 

 

令和  4 年  8  月  2 3  日 

堺 市 長  永 藤  英 機 

 

 

 

 報告第  15  号  令和3年度堺市内部統制評価報告書の提出について 
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報告第 15 号 

 

令和 3年度堺市内部統制評価報告書の提出について 

 

本市における内部統制の整備状況及び運用状況について、地方自治法第 150条第 4項の

規定による評価を行い、同項に規定する報告書を次のとおり作成したので、これを提出す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［根 拠］ 

  地方自治法第 150条第 6項の規定に基づき、同条第 4項の報告書を監査委員の意見を

付けて議会に提出する必要があるため。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年度堺市内部統制評価報告書 
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令和 3年度堺市内部統制評価報告書 

 

堺市長 永藤 英機は、地方自治法第 150 条第 4 項の規定による評価を行い、同項に規定する

報告書を次のとおり作成しました。 

 

1 内部統制の整備及び運用に関する事項 

内部統制とは、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対

応策を講じることで、事務の適正な執行を確保するための取組で、業務に組み込まれ、継続的

に見直しを行いながら組織内の全ての者により遂行されてきました。 

そうしたなか、令和 2 年 4 月から地方自治法第 150 条第 1 項の規定により、都道府県及び指

定都市の首長は、その担任事務が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための

方針を定め、必要な体制整備を行うこととされたところです。 

市ではこれに基づき策定した「堺市内部統制に関する方針」により、市長の担任する事務の

うち、財務に関する事務及び情報管理に関する事務を内部統制の対象とする事務（以下「内部

統制対象事務」という。）とし、内部統制制度として体制の整備及び運用を行っております。 

また、かかる内部統制制度の対象事務以外の事務については、地方自治法に基づく内部統制

評価報告書の記載対象にはなりませんが、リスクへの対応が不要となるわけではないため、内

部統制の取組を実施し、適正な事務執行の確保に努めています。 

 

2 評価手続  

 (1) 概  要 

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4年 3月 31 日までを評価対象期間とし、令和 4年 3月 31 日を

評価基準日として、内部統制対象事務について、全庁的な内部統制の評価と業務レベルの内

部統制の評価を実施しました。 

 

 (2) 評価方法 

ア 全庁的な内部統制の評価 

全庁的な内部統制の評価については、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施

ガイドライン」（平成 31年 3月総務省。以下「ガイドライン」という。）の評価項目を参照

し、内部統制の基本的要素ごとに設けた評価項目について、条例、規則、マニュアル等の

検証資料に基づき、内部統制評価部局（総務局 行政部 法制文書課）による独立的評価（各

部局から独立した部署で実施されるもの）として確認を行い、内部統制対象事務に係る不

備の有無を把握することにより、内部統制が有効に整備又は運用されていたかを評価しま

した。  
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イ 業務レベルの内部統制の評価 

業務レベルの内部統制の評価については、各部局が、リスクの発生を防止するための対

応策を整備のうえ、事務の適正な執行を確保していたかの自己点検及び自己評価を行いま

した。また、これらの各部局の自己評価結果や各種資料に基づき、内部統制評価部局が、

内部統制対象事務に係る不備の有無を把握し、不備が発生した場合に是正及び改善が適切

に実施されていたかなどの観点から、内部統制が有効に整備又は運用されていたかの独立

的評価を行いました。 

 

 (3) 有効性の評価 

内部統制対象事務について、評価対象期間の最終日である評価基準日において整備上の不

備（内部統制が存在しないもの、規定されている方針及び手続では内部統制の目的を十分に

果たすことができないもの等）又は評価対象期間において運用上の不備（整備された内部統

制が適切に守られていないもの）が存在する場合に、内部統制は有効に整備又は運用されて

いないものと判断するものです。 

なお、ガイドラインでは、内部統制の不備のうち、堺市・市民に対し、大きな経済的・社会

的な不利益を生じさせる蓋然性の高いものや実際に生じさせたものが存在した場合に、有効

でないと判断し、内部統制評価報告書に記載することとされていますが、これに限ることな

く内部統制の有効性を評価することとし、「4 不備の是正に関する事項」について、不備の

概要をまとめて記載しています。 

 

3 評価結果  

  上記の評価手続に基づいて全庁的な内部統制の評価と業務レベルの内部統制の評価を実施し、

内部統制の有効性について下記のとおり判断しました。 

(1) 全庁的な内部統制の評価 

   内部統制の各基本的要素（①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情報と伝

達、⑤モニタリング、⑥ICTへの対応）ごとに設けた評価項目について、次表に記載している

主な検証資料に基づいて確認を行ったところ、内部統制対象事務に係る不備は把握されなか

ったため、内部統制は有効に整備及び運用されていると判断しました。 

 

評価項目 主な検証資料 

① 統制環境  

1－1 事務を適正に管理及び執行する上で、誠

実性と倫理観が重要であることを示してい

るか。 

 

・堺市内部統制に関する方針 

・堺市職員及び組織の活性化に関する条例（平

成 24 年条例第 30号） 

1－2 組織に求める誠実性と倫理観を職員の

行動及び意思決定の指針となる具体的な行

動基準等として定め、職員及び外部委託先、

並びに、住民等の理解を促進しているか。 

 

・堺市職員及び組織の活性化に関する条例 

・堺市人材育成基本方針 
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評価項目 主な検証資料 

1－3 行動基準等の遵守状況に係る評価プロ

セスを定め、職員等が逸脱した場合には、適

時にそれを把握し、適切に是正措置を講じて

いるか。 

・堺市職員及び組織の活性化に関する条例 

・堺市職員の懲戒処分の基準に関する規則（平

成 25 年規則第 127 号） 

 

2－1 内部統制の目的を達成するために適切

な組織構造について検討を行っているか。 

・堺市事務分掌条例（昭和 47 年条例第 8号） 

・堺市事務分掌規則（昭和 47 年規則第 14号） 

2－2 内部統制の目的を達成するため、職員、

部署及び各種の会議体等について、それぞれ

の役割、責任及び権限を明確に設定し、適時

に見直しを図っているか。 

・堺市事務分掌規則 

・堺市事務決裁規則（昭和 36 年規則第 9号） 

 

3－1 内部統制の目的を達成するために、必要

な能力を有する人材を確保及び配置し、適切

な指導や研修等により能力を引き出すこと

を支援しているか。 

・職員研修体系（令和 3年度） 

3－2 職員等の内部統制に対する責任の履行

について、人事評価等により動機付けを図

り、逸脱に対する適時かつ適切な対応を行っ

ているか。 

・人事評価の評価項目（能力評価基準表） 

② リスクの評価と対応  

4－1 個々の業務に係るリスクを識別し、評価

と対応を行うため、業務の目的及び業務に配

分することのできる人員等の資源について

検討を行い、明確に示しているか。 

・堺市職員定数条例（昭和 29 年条例第 3号） 

 

4－2 リスクの評価と対応のプロセスを明示

し、それに従ってリスクの評価と対応が行わ

れることを確保しているか。 

・堺市内部統制取組マニュアル 

5－1 各部署において、当該部署における内部

統制に係るリスクの識別を網羅的に行って

いるか。 

・リスク一覧表 

 

5－2 識別されたリスクについて、以下のプロ

セスを実施しているか。 

(1）リスクが過去に経験したものであるか否

か、全庁的なものであるか否かを分類する  

(2）リスクを質的及び量的（発生可能性と影

響度）な重要性によって分析する  

(3）リスクに対していかなる対応策をとるか

の評価を行う  

(4）リスクの対応策を具体的に特定し、内部

統制を整備する 

・リスク一覧表 
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評価項目 主な検証資料 

5－3 リスク対応策の特定に当たって、費用対

効果を勘案し、過剰な対応策をとっていない

か検討し、事後的に、その対応策の適切性を

検討しているか。 

・リスク一覧表 

6－1 本市において過去に生じた不正及び他

の団体等において問題となった不正等が生

じる可能性について検討し、不正に対する適

切な防止策を策定し、不正を適時に発見し、

適切な事後対応策をとるための体制の整備

を図っているか。 

・堺市職員及び組織の活性化に関する条例 

・堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱

（平成 16年制定） 

・堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱事

務処理要領（平成 16年制定） 

③ 統制活動  

7－1 リスクの評価と対応において決定され

た対応策について、各部署において、実際に

指示通りに実施されているか。 

・局内部統制自己評価報告書（各課の自己評価

報告書を含む） 

7－2 各職員の業務遂行能力及び各部署の資

源等を踏まえ、統制活動についてその水準を

含め適切に管理しているか。 

・点検項目一覧表 

・リスク評価シート 

8－1 内部統制の目的に応じて、以下の事項を

適切に行っているか。  

(1）権限と責任の明確化  

(2）職務の分離  

(3）適時かつ適切な承認  

(4）業務の結果の検討 

・堺市事務分掌規則 

・堺市事務決裁規則 

・リスク評価シート 

8－2 内部統制に係るリスク対応策の実施結

果について、担当者による報告を求め、事後

的な評価及び必要に応じた是正措置を行っ

ているか。 

・リスク評価シート 

④ 情報と伝達  

9－1 必要な情報について、信頼ある情報が作

成される体制を構築しているか。 

・堺市文書規程（平成 2年庁達第 1 号） 

・文書事務の手引 

・堺市広報戦略 ・広報媒体マニュアル 

・堺市ホームページ作成マニュアル 

9－2 必要な情報について、費用対効果を踏ま

えつつ、外部からの情報を活用することを図

っているか。 

・広聴事務マニュアル 

・堺市市政への提案箱制度要綱（平成 15 年制

定） 

9－3 住民の情報を含む、個人情報等につい

て、適切に管理を行っているか。 

・堺市個人情報保護条例（平成 14 年条例第 38

号） 

・個人情報取扱事務届出 

・堺市情報公開条例（平成 14 年条例第 37号） 
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評価項目 主な検証資料 

10－1 作成された情報及び外部から入手した

情報が、それらを必要とする部署及び職員に

適時かつ適切に伝達されるような体制を構

築しているか。 

・広聴事務マニュアル 

・総務担当課長会議 

・庁内 LAN（全庁掲示版、電子メール等） 

 

10－2 組織内における情報提供及び組織外か

らの情報提供に対して、かかる情報が適時か

つ適切に利用される体制を構築し、当該情報

提供をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制を構

築しているか。 

・堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱 

・堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱事

務処理要領 

・堺市行政機関に対してなされた公益通報等の

処理等に関する要綱（平成 19 年制定） 

 

⑤ モニタリング  

11－1 内部統制の整備及び運用に関して、組

織の状況に応じたバランスの考慮の下で、日

常的モニタリング及び独立的評価を実施し、

それに基づく内部統制の是正及び改善等を

実施しているか。 

・リスク評価シート 

11－2 モニタリング又は監査委員等の指摘に

より発見された内部統制の不備について、適

時に是正及び改善の責任を負う職員へ伝達

され、その対応状況が把握され、モニタリン

グ部署又は監査委員等に結果が報告されて

いるか。 

・リスク評価シート 

・内部統制評価報告書 

・監査結果報告、監査結果に基づく措置通知書 

⑥ ICTへの対応  

12－1 組織を取り巻く ICT 環境に関して、い

かなる対応を図るかについての方針及び手

続を定めているか。 

・堺市 ICT戦略 

・堺市 IT調達ガイドライン 

12－2 内部統制の目的のために、当該組織に

おける必要かつ十分な ICTの程度を検討した

上で、適切な利用を図っているか。 

・情報セキュリティポリシー 

・各システムの情報セキュリティ実施手順 

・自作システム管理ガイドライン 

12－3 ICTの全般統制として、システムの保守

及び運用の管理、システムへのアクセス管理

並びにシステムに関する外部業者との契約

管理を行っているか。 

・該当する業務の契約書 

12－4 ICTの業務処理統制として、入力される

情報の網羅性や正確性を確保する統制、エラ

ーが生じた場合の修正等の統制、マスター・

データの保持管理等に関する体制を構築し

ているか。 

・情報セキュリティポリシー 

・堺市 ISMS、同マニュアル 

・各システムの情報セキュリティ実施手順 
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(2) 業務レベルの内部統制の評価 

   各部局における不備を記録したリスク評価シートの内容や記録されていない不備の有無等

については、定期監査の結果など、各種資料に基づき不備の発生状況の点検を行ったところ、

評価対象期間において内部統制対象事務に係る運用上の不備が把握されたため、その限りに

おいて内部統制の一部は有効に運用されていないと判断しました。 

   なお、令和 3 年度の内部統制推進部局（総務局 行政部 行政管理課）が指定するリスクを

「現金（公金外現金を含む。）、切手の紛失、盗難、私的流用」及び「公有財産台帳の記載漏

れ、記載誤り」としたことから、内部統制評価部局において、現金出納簿、切手等受払簿、公

有財産台帳などの帳簿類のサンプリング調査を実施しましたが、不備は確認できませんでし

た。 

 

4 不備の是正に関する事項 

内部統制の評価手続により把握した業務レベルの内部統制における運用上の不備の主な内容

並びにそれに対する是正及び改善措置をまとめると次表のとおりです。 

これらの不備については、適宜、是正措置及び改善策が講じられており、適切に対応してい

ます。 

 

大分類 小分類 件数 主な不備の内容 是正及び改善措置の内容 

1予算執行 1予算執行 0 － － 

2収入 

1調定 2 

①徴収金について、誤っ

た収入科目による調定

を行い、収入処理をし

た。 

納付書等の作成時に、確

認を強化するなどの事務

処理の誤りを防止する取

組を徹底する。 

2徴収 18 

①使用料や負担金等につ

いて、金額の算定方法

に誤りがあり、徴収額

等に過不足が生じた。 

課内で情報共有を図り、

金額の算定に当たって

は、関係職員で相互に確

認し、決裁者による点検

を強化する。 

②証明書の発行手数料に

ついて、証明件数を誤

ったことにより、手数

料を過大に徴収した。 

証明件数の確認方法につ

いて、周知を図り、手数料

徴収までの事務処理の確

認を徹底する。 

③延長保育料や徴収金に

ついて、保護者の階層

等の確認を怠り、誤っ

た料金を徴収した。 

延長保育を利用する時点

の保護者の階層区分を再

確認し、料金を徴収する。 
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大分類 小分類 件数 主な不備の内容 是正及び改善措置の内容 

3納入通知 1 

①納付書の送付につい

て、宛所が誤っていた

ため、返戻された。 

納付書の作成に当たって

は、記載事項を確認した

上で、封緘時には、別の担

当者が改めて点検し、発

送する。 

4債権管理 1 

①負担金徴収事務におい

て、督促の対象者がい

るにもかかわらず徴収

記録票を作成していな

かった。 

マニュアルの手順に沿っ

て、督促状を送付するな

ど、事務処理のあり方を

会議等で確認し、適切な

債権管理を行う。 

3支出 

1契約の締結 25 

①契約書に貼付する収入

印紙の金額に過不足が

あった。 

契約内容を確認し、収入

印紙が適正に貼付されて

いるか、確認を徹底する

などチェック体制を強化

する。 

②業務委託契約につい

て、契約書を交わすこ

となく、履行していた

ものがあった。 

契約書が確実に交わされ

ているかなど契約事務の

進捗状況を確認するなど

チェック体制を強化す

る。 

③積算内容の一部に誤り

があったことから、入

札を取り止めた。 

担当者、検算者、上長等で

チェックを行い、細部に

わたり確認作業を行う。 

2契約の履行 

の確保 
38 

①契約等に基づき、受注

者から提出されるべき

各種書類が提出されて

いなかった。 

必要書類をリスト化する

などし、提出漏れ等がな

いか確認し、受注者にも

適切な契約事務を行うよ

う指導を強化する。 

②受注者は第三者に業務

を委託する際、事前に

市の承認が必要となる

が、一部業務委託の承

認申請を行うことな

く、第三者に委託して

いた。 

契約書等に基づき承認手

続が必要な業務につい

て、特に注意を払い、受注

者にも適切な契約事務を

行うよう指導を強化す

る。 

3支払 7 

①支払事務において、遅

延したものや支払金額

を誤ったものがあっ

た。 

支払の日程や金額につい

て、確認を徹底するなど

チェック体制を強化す

る。 



- 14 - 

 

大分類 小分類 件数 主な不備の内容 是正及び改善措置の内容 

4現金、 

切手等 
1現金、切手等 35 

①現金出納簿や切手等受

払簿において、記載誤

りや記載漏れ、押印の

漏れ等があった。 

帳簿類の取扱いについ

て、記載方法等の周知を

図り、記載事項等に誤り

がないかの確認を徹底す

る。 

②現金の取扱いについ

て、定められた期限ま

でに金融機関に預け入

れを行っていないもの

があった。 

現金の取扱いについて、

適切な事務処理の周知を

図り、現金の預け入れに

漏れがないかの確認を徹

底する。 

5資産 

1公有財産 20 

①公有財産台帳等につい

て、記載誤りや記載漏

れがあった。 

公有財産台帳等に係る適

切な事務処理の周知を図

り、公有財産に増減があ

った際には、確認を徹底

するなどチェック体制を

強化する。 

2物品 13 

①備品について、現物の

確認を行ったところ、

台帳の記載誤りや備品

票が貼付されていない

ものがあった。 

物品について、定期的に、

所在及び数量を把握し、

管理の徹底を図る。 

②廃棄済みの備品につい

て、廃棄に係る事務処

理を行っていないもの

があった。 

定期的に現物確認を実施

し、改めて備品出納管理

マニュアルに沿って適切

に処理を行う。 

6情報管理 

1個人情報の 

管理 
12 

①個人情報が含まれた書

類を取り違えるなど、

誤送付した。 

書類の確認手法につい

て、マニュアル等に明記

し、点検を徹底するなど

チェック体制を強化す

る。 

②個人情報を含んだデー

タを誤って添付するな

ど、メールを誤送信し

た。 

電子メール送信時に、添

付ファイルについてチェ

ックリストによる確認を

行い、ファイルにパスワ

ードを設定する。 

2機密情報の 

管理 
0 － － 

合 計 172 
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※ この表は、内部統制対象事務について、堺市が想定したリスクをまとめたリスク一覧表の

分類ごとに作成したものです。また、不備の内容や是正及び改善措置の内容については、同

一又は類似しているものは、まとめて記載しています。 

 

 

                     令和 4年 7月 15日  堺市長 永 藤 英 機 
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１ 堺市の内部統制制度の概要 

令和 2 年 4 月から、地方自治法第 150 条の規定により、都道府県及び指定都市の首長

は、その担任する事務が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針

を定め、必要な体制整備を行うこととされました。 

このことから、堺市では、「堺市内部統制に関する方針」（資料１）を策定し、これに基

づき内部統制体制の整備及び運用を全庁的に推進しています。 

なお、内部統制は、一般的に内部統制の各基本的要素（①統制環境、②リスクの評価と

対応、③統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング、⑥ICT への対応）が有機的に結びつ

き、一体となって機能することで、その目的（①業務の効率的かつ効果的な遂行、②財務

報告等の信頼性の確保、③業務に関わる法令等の遵守、④資産の保全）を合理的な範囲で

達成しようとするものであると考えられています。このため、内部統制の目的の達成を阻

害する全てのリスクを防止し、または、当該リスクの顕在化を適時に発見することができ

ない可能性があります。 

 

 (1) 内部統制対象事務 

地方自治法第 150 条第１項第１号の規定に基づき、長の担任する事務（補助執行させ

ている事務も含みます。以下同じ。）のうち財務に関する事務（同法第 2 編第 9 章の予算

の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務の全てを

包含しています。）は、内部統制対象事務として必ず取り組む必要があります。 

財務に関する事務以外の事務は、必要に応じて、内部統制対象事務として追加するこ

とになります。 

なお、内部統制対象事務は、内部統制の評価や監査委員の審査の範囲を設定するもの

となりますが、内部統制対象事務以外の事務についても、内部統制の取組を実施し、適

正な事務執行の確保に努めています。 

 

(2) 内部統制に関する方針 

本市では、長の担任する事務のうち、財務に関する事務に加え、情報管理に関する事

務を内部統制対象事務としています。 

なお、内部統制対象事務としていない事務については、地方自治法上、内部統制の評

価や監査委員の審査の範囲には含まれませんが、リスクへの対応が不要となるわけでは

ないため、全ての事務について内部統制の取組を実施しています。 

この場合、同方針に定められていない内部統制対象事務以外の事務については、地方

自治法に基づく内部統制評価報告書の記載対象にはなりませんが、全ての事務について

内部統制の取組を実施し、自己評価及び独立的評価も実施することから、必要に応じて

別途報告書を作成することも想定しています。 

 【堺市内部統制に関する方針の適用範囲】 

 

◎ ◎ ○

◎ ○ ○行政委員会等

※　◎は堺市内部統制に関する方針に基づく内部統制制度の直接の対象となる内部統制対象事務。
     ○は上記以外の事務で、内部統制の取組を実施するもの。

部局

対象事務
財務に関する事務 情報管理に関する事務 その他の事務

市長部局
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  (3) 内部統制体制の整備 

   堺市内部統制に関する方針に基づき、全庁的な体制を整備する必要があります。 

本市における内部統制体制は次のとおりです。 

内部統制最高責任者 市長 

内部統制副責任者 副市長（市長を補佐する役割） 

内部統制実務責任者 局長（局の内部統制を推進する実務上の責任者としての役割） 

内部統制推進部局 
総務局行政部行政管理課 

（内部統制体制の整備及び運用を全庁的に推進する役割） 

内部統制評価部局 

総務局行政部法制文書課 

（内部統制の整備状況及び運用状況について独立的評価を行

い、内部統制評価報告書を作成する役割） 

共通事務所管部局 
各課に共通する各種事務の制度を所管する課（以下「共通事務

所管課」という。）の属する部局 

内部統制推進本部 

市長を本部長とする全庁的な内部統制の推進体制 

（堺市内部統制推進本部規程（資料２）に基づき設置、 

本部会議と内部統制推進検討部会で構成） 

 

 

【内部統制体制図】 
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【共通事務所管課】 

 

２ 内部統制の取組のながれ 

 

内部統制の取組は、各地方公共団体における内部統制についての組織的な取組の方向性

等を示した「内部統制に関する方針」を長が策定し、公表することから始まります（地方

自治法第 150 条第１項及び第３項）。 

各地方公共団体においては、この方針に基づき、内部統制体制の整備として、全庁的な

体制を整備しつつ、組織内の全ての部署において、リスクに対応するための規則、規程、

マニュアル等を策定し、実際の業務に適用することになります。具体的には、事務上生じ

うるさまざまなリスクを識別・評価し（洗い出し）、当該リスクの発現を予防するためのリ

スク対応策を整備し、実施していくことになります。 

また、リスク対応策が適切に実施され、リスクが発生していないこと（内部統制が有効

に機能していること。）を継続的に評価するため、モニタリングとして内部統制の評価を行

った後、内部統制評価報告書を作成し、監査委員の審査に付した上、議会に提出し、公表

しなければなりません（地方自治法第 150 条第 4 項、第 5 項、第 6 項及び第 8 項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事務 所管課名 

予算、決算 財政課、会計室 

収入、支出 会計室 

契約 契約課、調達課 

現金、有価証券、物品 会計室 

公有財産 財産活用課 

個人情報 市政情報課 

文書 法制文書課 

ICT ICT イノベーション推進室 



- 21 - 

 

【内部統制の PDCA サイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 全庁的な内部統制の取組と評価手続 

 

総務省の「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（以下「ガイ

ドライン」という。）では、その中で「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考

え方及び評価項目」として、６つの基本的要素（①統制環境、②リスクの評価と対応、③

統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング、⑥ICT への対応）ごとに評価の基本的な考え

方と評価項目が示されています。 

これらの基本的な考え方と評価項目を参照し、適宜修正を加えた「全庁的な内部統制の

評価シート」（報告書Ｐ2～5 参照）を作成しました。それを用いて、内部統制評価部局が

それぞれの評価項目に関する本市の取組（条例、規則、マニュアル等の整備状況など）に

ついて確認し、必要に応じて内部統制推進部局や関係部局に対してヒアリング等を行い、

全庁的な内部統制の状況を明らかにして不備の有無を把握し、不備があれば是正に向けて

取り組むこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応策の
整備

モニタ
リング

リスクの
識別

リスクの
評価

統制
活動

P

P

P

D

C
見直し

A 内部統制
に関する
方針

モニタリングの実施 

⇒自己点検等 

評価報告書の作成 

⇒監査委員の審査、 

議会報告・公表 

リスクの識別 

⇒リスクの洗い出し 

リスクの評価 

⇒リスクの特定 

リスク対応策の検討・整備 

⇒必要に応じて、関連する規程、マ

ニュアル等の整備 

 

リスク対応策の実施 

⇒適切な役割分担、 

 相互チェック等 
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４ 業務レベルの内部統制の取組と評価手続 

 

「２ 内部統制の取組のながれ」で示した内部統制の PDCA サイクルに沿って、業務レ

ベルの内部統制の取組と評価手続を示します。 

 

P リスクの識別・評価、対応策の整備 

(1) リスクの識別・評価（洗い出し） 

・内部統制推進部局において、想定される「主なリスク一覧表」（資料３）を作成して

います。また、内部統制の取組結果も踏まえ、必要に応じてリスク一覧表の見直し

を行います。 

・災害、事故又は感染症等のように、住民の生活に大きな影響を及ぼす事象であって

も、内部統制によって事前にリスクを低減することができず、多くの場合に、事後

的にしか対応することができない事象が存在します。こうした事象への対応は、内

部統制の枠組みではなく、発生後の対応を中心とした危機管理の観点から別途対応

することが必要となります。 

(2) 対応策の整備 

・洗い出されたリスクに対しては、どのような対応策を整備するのかを検討すること

になりますが、「主なリスク一覧表」に記載したリスクについては、内部統制推進部

局において、想定される主なリスク対応策をまとめたものです。 

 

D 統制活動 

(3) 対応策の実施 

・リスク対応策の実施に当たっては、適切に業務を遂行する体制を整備していくこと

が重要でありますので、各課においてリスクを減らすための職員の役割分担を適切

に行い、担当者間の相互チェック等により、日常的な取組として確実にリスク対応

策を実施します。 

・各課では、毎年、リスク一覧表に沿って点検項目一覧表を作成し、各職員は点検項

目一覧表に定める各点検項目に留意しながら、適正な事務を行います。 

 

C モニタリング 

(4) 日常的モニタリングと独立的評価 

・内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスであるモニタリン

グには、業務に組み込まれて実施される日常的モニタリング（自己点検ないし自己

評価）と業務から独立した視点から実施される独立的評価があります。 

   ・日常的モニタリングは各局（各課及び局総務担当課）において行い、独立的評価は

内部統制評価部局において行います。 

・各局では、日常的モニタリングとして、自己点検を日常的に実施します。また、毎

年２月から３月にかけて、当該年度において内部統制が有効に機能していたかどう

かについて自己評価を行います。 

・内部統制評価部局では、各局からの日常的モニタリングの報告を受け、毎年度、内

部統制の整備状況と運用状況について独立的評価を行い、内部統制の不備を把握
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し、是正措置（誤ったところを正しくすること。）又は改善措置（再発防止に向けて

改善すること。）を確認の上、内部統制が有効に整備又は運用されているかどうかを

判断します。 

・評価対象期間は毎会計年度とし、その最終日である翌年 3 月 31 日が評価基準日と

なります。また、評価範囲は、リスク一覧表に記載しているリスクに関する内部統

制の不備が中心となりますが、記載のないリスクについても定期監査等の結果や不

備の内容等を勘案して評価することになります。 

・独立的評価の結果を踏まえ、内部統制対象事務を基本として、評価手続、評価結

果、不備の是正に関する事項等を記載した内部統制評価報告書を作成し、監査委員

の審査に付した後、議会に報告の上、公表します。 

 

A 見直し 

(5)不備の発生の防止に向けた取組の実施 

・モニタリングの結果、不備が判明した場合には、各課において是正措置又は改善措

置を講じ、内部統制推進部局においては必要に応じて内部統制制度の見直し等を行

います。 

・これら PDCA サイクルの取組は、職員一人ひとりが意識して組織一丸となって実施

することが重要であるため、各課による取組だけでなく、局単位で内部統制の取組

を推進します。 

・内部統制の評価の結果、課題等を共有して改善を図るため、内部統制推進本部を開

催し、全庁を挙げて不備の発生の防止に向けた取組を実施します。 

 

 

【内部統制の不備】 

内部統制の不備とは、整備状況に関する整備上の不備と運用状況に関する運用上の

不備からなります。 

整備上の不備：内部統制が存在しない、規定されている方針及び手続では内部統

制の目的を十分に果たすことができないもの 等 

運用上の不備：整備段階で意図したように内部統制の効果が得られておらず、結

果として不適切な事項を発生させたもの 
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（資料１） 

 

堺市内部統制に関する方針 

 

本市は、市民に信頼される基礎自治体として、将来にわたって質の高い行政サービスを安定

的に提供していくため、内部統制の一層の充実に取り組むことにより、適正な業務の執行を確

保していく必要があります。 

そこで、内部統制の充実に取り組むための基本的な考え方として、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１５０条第１項の規定に基づき、「堺市内部統制に関する方針」を策定しま

す。 

今後、この方針に基づき、以下の内部統制の４つの目的を達成するため、内部統制を強力に

推進することにより、持続可能な行政運営を確保し、市民から信頼される市役所をめざします。 

 

１ 内部統制の目的 

(1) 業務の効率的かつ効果的な遂行 

業務上のリスクを適切にコントロールし、組織として一定の水準を保ちつつ滞りなく業

務を遂行するための体制を整備することで、業務の効率的かつ効果的な遂行を確保します。 

(2) 財務報告等の信頼性の確保 

財務等に関わる業務が、適正な手続で実施されているかを確認することで、財務報告等

の信頼性を確保します。 

(3) 業務に関わる法令等の遵守 

業務に関連する法令その他の規範を遵守し、法令等に適合した業務の執行を確保します。 

(4) 資産の保全 

有形又は無形の資産の取得、使用及び処分が、適正な手続で実施されているかを確認す

ることで、資産の適切な保全を確保します。 

 

２ 内部統制の対象とする事務 

(1) 財務に関する事務 

(2) 情報管理に関する事務 

 

３ 内部統制の評価等 

  毎年度、内部統制の整備及び運用の状況について評価を行い、報告書を作成し、監査委員

の審査に付した上、議会に提出するとともに、公表します。 

  また、当該評価の結果に基づき、必要に応じて内部統制の見直しを実施します。 

 

令和２年４月１日 

堺市長 永 藤 英 機 
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（資料２） 

堺市内部統制推進本部規程 

 

令和２年３月３１日 

庁達第８号 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に規定する内部統制に係る取組の総合的かつ

効果的な推進に資するため、堺市内部統制推進本部（以下「本部」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 内部統制の推進に係る取組に関すること。 

(2) 内部統制の整備及び運用に係る総合調整に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、内部統制の推進について必要な事項 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。 

２ 本部長は市長を、副本部長は副市長を、本部員は上下水道局長及び教育長並びに別表第１

に掲げる職にある者をもって充てる。 

（職務） 

第４条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本

部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。 

３ 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。 

（本部会議） 

第５条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、前項の会議の議事に関係のある者の出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（部会） 

第６条 専門的な事項を検討させるため、本部に内部統制推進検討部会（以下「部会」という。）

を置く。 

２ 部会は、部会長、副部会長及び部会員で組織する。 

３ 部会長は行政部長の職にある者を、副部会長は行政管理課長の職にある者を、部会員は別

表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長がその議長となる。この場合におい

て、部会長が必要と認めるときは、副部会長及び部会員（事案に応じて部会長が指名する者

に限る。）を招集することができる。 

５ 部会長は、部会の会議の結果を本部に報告するものとする。 

６ 第４条及び前条第２項の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規

定中「本部長」とあるのは「部会長」と、「副本部長」及び「本部長があらかじめ指名する副

本部長」とあるのは「副部会長」と、「本部員」とあるのは「部会員」と、「前項の会議」と

あるのは「次条第１項に規定する部会の会議」と読み替えるものとする。 
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７ 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。 

（庶務） 

第７条 本部（部会を含む。）の庶務は、行政管理課において行う。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。 

 

附 則 

この庁達は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この庁達は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

別表第１（第３条関係） 

技監、交通政策監、市長公室長、政策調整監、危機管理監、市政改革監、 

ＩＣＴイノベーション推進監、泉北ニューデザイン推進監、総務局長、財政局長、 

市民人権局長、文化観光局長、環境局長、健康福祉局長、子ども青少年局長、産業振興局長、 

建築都市局長、建設局長、堺区長、中区長、東区長、西区長、南区長、北区長、美原区長、 

消防局長、会計管理者、上下水道局次長、教育次長、教育監、人事委員会事務局長、 

議会事務局長 

 

別表第２（第６条関係） 

市政情報課長、ＩＣＴ政策担当課長、法制文書課長、財政課長、財産活用課長、契約課長、 

調達課長、出納課長、審査課長 
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（資料３） 

主なリスク一覧表 

 

※ 主なリスクを一覧にまとめたものです。 

※ 堺市内部統制に関する方針（資料１）に定められた内部統制対象事務に該当するリスクは、大分類の

１から 6 までとなります。 

 

リスク対応策

1 予算執行 1 予算執行 1 不経済な予算執行 支出の必要性を精査した上で、予算執行する。

1 調定 2 調定漏れ、二重調定 歳入を収入する都度、収入金調定伺書を作成する。

2 徴収 3
地方税、分担金、使用料、負担金等の
歳入の過大徴収、過少徴収

決裁時等に調定額の根拠を確認する。

3 納入通知 4
納入通知書の送付漏れ、送付遅延、
誤送付等

収入金調定伺書の決裁後、速やかに納入通知書を送付又は
交付する。

4 債権管理 5 未収金の不適正な管理
台帳に債権の金額、発生年度及び徴収に係る履歴等を記載
し、適正に管理する。

6
仕様、設計、積算金額の誤り、不適切
な条件設定

仕様等の誤りや不適切な条件が設定されないよう確認を行う。

7
発注条件、予定価格、最低制限価格
等の漏えい

発注条件等の情報が外部に漏れないよう関係する職員を限定
する。

8
契約保証金の未徴収等の徴収誤り、
追徴漏れ

契約締結前に契約保証金の徴収が必要であるかどうかを確認
する。

9 契約締結の遅延、誤り
業務（工事）の開始までに契約締結に必要な期間を確保して入札
等の手続きを行い、適正に契約する。

10 契約の不履行
業務（工事）の履行状況を定期的に確認の上、履行を確保す
る。

11
完了検査の未実施、検収漏れ、検収
誤り

成果物、完成した建築物、納入物品等の履行内容が、市が求
める内容や水準に適合していることを確認する。

12 契約保証金の還付漏れ
契約代金の支払の際に契約保証金の還付の要否を確認す
る。

13 支払遅延
相手方からの支払請求があった場合は、支払期限内に支払事
務を完了する。

14 支出科目、支払金額、支払先等の誤り 決裁時等に支出科目、支払金額、支払先等を確認する。

4 現金、切手等 1 現金、切手等 15
現金（公金外現金を含む。）、切手等
の紛失、盗難、私的流用

施錠された保管庫等で管理し、出納時及び定期的に帳簿の内
容と現況が一致することを確認する。

16 公有財産台帳の記載漏れ、記載誤り
公有財産の異動（取得、処分、所管替え、目的外使用許可、貸
付け等）があったときは、適切に公有財産台帳を調製する。

17
公有財産の不適切な使用許可、貸付
け、私権の設定

公有財産の用途や目的を妨げない限度で、適切に使用許可等
を行う。

18 公有財産の不適切な維持管理、運用
公有財産の種別に応じて、維持管理を適切に行うとともに、効
率的な運用を行う。

19
施設賠償責任保険への加入漏れ、保
険金の請求漏れ

施設賠償責任保険の加入状況を確認し、適切に保険金の請求
を行う。

20
物品（切手等を除く。）の紛失、盗難、
私的流用

必要に応じて、施錠された保管庫等で管理し、出納時又は定
期的に所在、数量等を確認する。

21 車両の点検漏れ、整備不良
日常点検、法定点検を適切に実施するとともに、車両の状態に
応じて適切に整備する。

1 個人情報の管理 22 個人情報の漏えい、紛失
個人情報は施錠された保管庫等で管理し、許可なく外部に持
ち出さず、不要となった場合は適切な方法で処分する。また、
送付、送信、交付等の誤りが生じないよう確認する。

2 機密情報の管理 23 機密情報の漏えい
機密情報は施錠された保管庫等で管理し、許可なく外部に持
ち出さず、不要となった場合は適切な方法で処分する。また、
送付、送信、交付等の誤りが生じないよう確認する。

7 例規 1 規程整備 24
条例、規則、要綱その他の規程の整
備漏れ、整備誤り

関係法令、条例等の制定・改廃状況を把握し、適切に規程の
制定・改廃を行う。

25 文書等の送付漏れ、送付誤り等
送付、送信、交付等を行う文書の枚数、件数、相手先等を確認
する。

26 不適切な公文書の作成
公文書が所定の手続きを経て作成され、又は修正されている
ことを確認する。

27 公文書等の誤廃棄、紛失、盗難等
処理が完了した文書は遅滞なく適切な簿冊に編集し、紙簿冊
は保管庫等で適切に管理する。

2 公印管理 28 公印の紛失、損傷、盗難等
施錠できる容器に保管し、使用時以外は施錠された保管庫等
で管理する。

9 ICT 1 システム 29
業務システム機能の一部又は全部の
停止

適切なシステムの運用及び保守を実施するとともに、データの
消失時やシステム停止の際の業務継続に向けた対応策を講じ
ておく。

大分類 小分類 リスク

2 収入

契約の履行の確保

3 支払

5 資産

1 公有財産

2 物品

3 支出

1 契約の締結

2

情報管理

8 文書

1 文書管理

6
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監 委 第 7 2 7 号 

                                                令和 4 年 8 月 5 日 

 

 

堺市長 永 藤 英 機 様 

 

 

                    堺市監査委員 小 堀 清 次  

 同   田 渕 和 夫  

 同   藤 坂 正 則  

 同   播 磨 政 明  

 

 

 

令和3年度堺市内部統制評価報告書 

の 審 査 意 見 の 提 出 に つ い て 

 

 

 

地方自治法第150条第5項の規定により審査に付された令和3年度堺市内部統

制評価報告書を審査したので、次のとおり意見を提出します。 
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令和 3 年度堺市内部統制評価報告書の審査意見 

 

 

第 1 審査の対象 

令和 3 年度堺市内部統制評価報告書 

 

 

第 2 審査の期間 

令和 4 年 7 月 15 日から令和 4 年 8 月 5 日まで 

 

 

第 3 審査の方法 

審査に付された内部統制評価報告書における評価手続及び評価結果に係る

記載が相当であるかについて、関係書類との照合、関係職員から説明の聴取

を行うなどの方法により審査を実施した。 

 

 

第 4 審査の結果 

内部統制評価報告書について審査手続を実施した結果、評価手続及び評価

結果に係る内部統制評価報告書の記載は相当であると認められた。 

 

   なお、令和 3 年度の内部統制評価報告書審査の過程で、内部統制評価手続

において改善が望ましいと考えられる事項が見られた。その内容は以下に示

すとおりである。 

 

 (1) 業務レベルの内部統制の評価対象について 

内部統制制度の対象について、令和 3 年度においても財務事務の全て及び

財務事務以外の事務のうち「情報管理」のみとしている。 

しかしながら、財務事務以外の事務においても、内部統制に不備があった

場合の影響度は、財務事務における不備の場合と同様に重要である。したが

って、財務事務以外の事務についても概ね全ての事務を内部統制の対象とす

る事務とした上で、年度ごとに評価の重点項目を指定し評価手続を実施すべ

きである。 

また「情報管理」の取組においても、各部局が業務レベルのリスクの洗い

出しや対応策を検討するために使用する「リスク一覧表」で設定されている

評価項目は「個人情報の管理」及び「機密情報の管理」のみとなっている。 

しかし、情報管理には個人情報や機密情報といった情報の漏洩防止等を目

的とした管理だけではなく、市ホームページなどによる適切でタイムリーな
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市政情報の発信、外部からの情報収集や収集した情報の活用、庁内での情報

共有など様々な取組が包含され、事務事業の適正かつ効果的な執行の観点か

ら評価すべきものがあると考えられる。 

またデジタル・トランスフォーメーションの推進に伴い、事務処理や行政

手続がペーパーレス化、オンライン化されることなどにより業務の効率化が

図られる一方、情報管理面で市の業務や市民生活等に影響を及ぼす新たなリ

スクが発生することが想定される。 

こうしたことを踏まえて、情報管理における内部統制については、対象と

なる取組やリスクを幅広く設定することが望ましい。 
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